
様式第３号（第１４条関係） 

令和３年７月２７日  

会 議 概 要 

審議会等の名称 市川市少年センター運営協議会（第１回） 

開 催 日 時  令和３年７月２０日（火） １５時００分 ～ １６時００分 

開 催 場 所  市川市生涯学習センター３階第３研修室  →資料送付により開催に代える 

出

席

者 

委  員 

石原会長、三部副会長、城戸委員、大塚委員、田口委員、尾上委員、 

𠮷𠮷原委員、神﨑委員、岸委員、朝倉委員、稲垣委員、神吉委員、長﨑委員、 

白井委員、上杉委員 

所 管 課 教育センター 

関 係 課  

議題及び会議の概要 
公開・非公開 

の別 
非公開の場合の理由 

少年センター運営テーマ「インターネット

犯罪に巻き込まれないために」について 

 

 

公開・非公開 

・新型コロナウィルス感染症対策のための開

催方法の変更 

（各委員への資料送付による書面開催） 

少年センター課目標について「補導活動の

充実」について 

 

 

公開・非公開 

・新型コロナウィルス感染症対策のための開

催方法の変更 

（各委員への資料送付による書面開催） 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

傍聴者の人数   人 

閲覧・交付資料 
 

 

特 記 事 項  

所 管 課   学校教育部 教育センター 教育センター （少年センター 320-3345） 

 


